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議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第７３号 令和元年度木更津市一般会計補正予算（第３号） 財 務 部 別冊 

議案第７４号 手数料条例の一部を改正する条例の制定について 総 務 部 １ 

 



 

議案第７４号 

手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年８月２日提出 

木更津市長  渡 辺 芳 邦  

木更津市条例第  号 

手数料条例の一部を改正する条例 

手数料条例（昭和３１年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

第１２条第１項に規定する住民票の写し（同

法第６条第３項の規定により磁気ディスクを

もつて住民票を調製している場合にあつては 

、当該住民票に記録されている事項を記載し

た書類）及び同法第２０条第１項に規定する

戸籍の附票の写し（同法第１６条第２項の規

定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を

調製している場合にあつては、当該戸籍の附

票に記録されている事項を記載した書類）に

ついての証明 

」 

を 
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「 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

第１２条第１項又は第１２条の３第１項、第

２項若しくは第８項に規定する住民票の写し

又は住民票記載事項証明書、同法第１５条の

４第１項、第３項、第４項又は第５項におい

て読み替えて準用する同法第１２条の３第８

項に規定する除票の写し又は除票記載事項証

明書、同法第２０条第１項、第３項又は第４

項に規定する戸籍の附票の写し及び同法第２

１条の３第１項、第３項又は第４項に規定す

る戸籍の附票の除票の写しの交付 

                      」 

に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和元年法律第１６号）の施行等に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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